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専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179 条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

令和７年６月３日提出 

 

 

 賀茂郡南伊豆町長 岡 部 克 仁   





南伊豆町一般会計補正予算

令　和　７　年　度

（第２号）





 

 

 

 

令和７年度南伊豆町一般会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度南伊豆町一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,969千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,736,527千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

 

令和７年４月11日専決 

 

 

賀茂郡南伊豆町長 岡 部 克 仁   
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歳   入 （単位：千円）

19

2 基 金 繰 入 金

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 5,733,558 2,969 5,736,527

繰 入 金 457,032 2,969 460,001

452,920 2,969 455,889

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計
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歳   出 （単位：千円）

2

1 総 務 管 理 費

                歳          出          合          計 5,733,558 2,969 5,736,527

総 務 費 1,073,762 2,969 1,076,731

890,086 2,969 893,055

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計
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1 総 　括
（単位：千円）

19

歳　　入　　合　　計 5,733,558 2,969 5,736,527

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

繰 入 金 457,032 2,969 460,001

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳   入
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　歳　出 （単位：千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

2 総 務 費 1,073,762 2,969 1,076,731 2,969

5,733,558 2,969 5,736,527 2,969歳　　出　　合　　計

補    正    額    の    財    源    内    訳

款 特    定    財    源
一般財源
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 19 （項） 2

金　額

1 452,920 2,969 1 財政調整基金繰入 2,969 001  財政調整基金繰入金 2,969
金

基金繰入金 455,889

計 452,920 2,969 455,889

目 補正前の額 補 正 額 計

繰入金 基金繰入金

節

区　分
説　　明
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３　歳　出

（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

3 2,969 20,992 2,969 12 委 託 料 2,969 【29　財産管理事務】 2,969
委託料（資産形成以外） 2,969
  公共施設等環境美化委託料 2,969

2,969計 890,086 2,969 893,055

費

説　　明

財産管理 18,023

総務管理費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
目 補正前の額補 正 額 計

2 総務費

－7－


	1
	2
	3
	00
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6




